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(57)【要約】
本発明は、天然繊維及び随意の合成繊維により形成され
た繊維マトリックスを含む繊維織布を製造する方法に関
する。本発明の方法によれば、天然繊維及び随意の合成
繊維から水含有平面型繊維層を調製し、前記水含有平面
型繊維層は水性相及び繊維相を含み、かつ前記水含有平
面型繊維層を乾燥して前記水性相を除去して、前記天然
繊維及び随意の前記合成繊維が共に繊維マトリックスを
形成する。本発明によれば、水素結合が前記繊維間に形
成される前に、前記繊維間内の前記水性相を介して少な
くとも部分的に浸透可能なバインダーを、前記水含有平
面型繊維層上に塗布する。本発明を用いることで、良好
な破壊靭性、引裂抵抗及び伸張性等のプラスチック状の
特性を備えたセルロース若しくはリグノセルロース系繊
維製品を製造できる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天然繊維及び随意の合成繊維により形成された繊維マトリックスを含む繊維織布を製造
する方法であって、
　天然繊維及び随意の合成繊維より水含有平面型繊維層を供し、かつ、前記水含有平面型
繊維層は水性相及び繊維質相を含み、
　前記水含有平面型繊維層を乾燥して前記水性相を除去することにより、前記天然繊維及
び随意の合成繊維がともに繊維マトリックスを形成し、
　水素結合が前記繊維間に形成される前に、前記繊維間内の前記水性相を介して少なくと
も部分的に浸透可能なバインダーを、前記水含有平面型繊維層上に塗布することを特徴と
する、繊維織布を製造する方法。
【請求項２】
　前記水含有平面型繊維層の乾燥分の割合が、約１０～６５％、例えば約２０～５５％、
特に約２５～４５％である場合に、前記バインダーを前記水含有平面型繊維層上に塗布す
ることを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記バインダーを非接触塗布法により前記水含有平面型繊維層上へ塗布することを特徴
とする、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記バインダーを、発泡被覆、スプレー被覆又はカーテン被覆を用いて塗布することを
特徴とする、請求項１～３のいずれか１項に記載の方法。
【請求項５】
　前記バインダーを、溶液又はゲルの形態、特に、水溶液又は水性分散液の形態で前記水
含有平面型繊維層上に塗布することを特徴とする、請求項１～４のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項６】
　十分量の前記バインダーを添加し、乾燥した前記繊維織布の乾燥重量の割合を、５～４
０％、好ましくは、約１０～３０％で確保することを特徴とする、請求項１～５のいずれ
か１項に記載の方法。
【請求項７】
　前記乾燥した繊維織布の機械方向の伸びは、少なくとも５％、例えば、約５～２０％、
例えば、８～１５％であり、前記機械方向に対する直交方向の伸びは、少なくとも５％、
例えば、５～３０％、好ましくは、１０～２０％である、請求項１～６のいずれか１項に
記載の方法。
【請求項８】
　前記繊維織布は平面体であり、かつ２つの対向する平面状表面から構成され、この場合
、前記バインダーを前記平面状表面の少なくとも一方に塗布することを特徴とする、請求
項１～７のいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　塗布中又は塗布直後における、前記バインダーの前記繊維織布への浸透を、前記繊維織
布の前記対向する側から前記バインダーの吸引を行うことによって促進することを特徴と
する、請求項１～８のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記繊維織布の特性を改質することができる物質、例えば、顔料、セルロース系微細材
料若しくはナノセルロース等の微細材料、合成繊維又は可塑剤を前記バインダーに添加す
ることを特徴とする、請求項１～９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　熱融着性、伸張性、通気性、印刷適性、熱伝導性、吸収特性及び摩耗性等の、前記繊維
織布の機械的及び熱的特性を改善可能な添加剤を、前記繊維織布に配合することを特徴と
する、請求項１～１０のいずれか１項に記載の方法。
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【請求項１２】
　前記天然繊維は、セルロース又はリグノセルロースであり、かつ前記合成繊維は、ポリ
ラクチド、グリコール酸ポリマー、ポリオレフィン、ポリアミド、ポリエチレンテレフタ
レート、ポリエステル、ポリビニルアルコール、若しくは二成分（ｂｉｃｏ）繊維などの
熱可塑性ポリマー繊維である、又は、ビスコース、レーヨン、リヨセル若しくはテンセル
繊維などの再生セルロース繊維であることを特徴とする、請求項１～１１のいずれか１項
に記載の方法。
【請求項１３】
　前記バインダーは、デンプン、デンプン変性体若しくはデンプン誘導体、キトサン、ア
ルギン酸塩等の天然バインダー又は生体高分子、又は、例えば、酢酸ビニル及びアクリル
酸ラテックス、ポリウレタン若しくはＳＢラテックス等のラテックス、ポリビニルアルコ
ール又はポリ酢酸ビニル等の合成バインダー、並びにこれらのバインダーの混合物及びコ
ポリマーであり、特に、前記バインダーは、酢酸ビニル又はアクリレートラテックス又は
それらの混合物である、ことを特徴とする、請求項１～１２のいずれか１項に記載の方法
。
【請求項１４】
　バインダー発泡の形態で前記ラテックスを前記繊維層の表面上に配し、前記ラテックス
の割合が１０～３０重量％であることを特徴とする、請求項１３のいずれか１項に記載の
方法。
【請求項１５】
　前記天然繊維の割合が６０～９５重量部であり、かつ前記合成繊維の割合が５～４０重
量部であり、前記繊維織布の坪量が約２０～２００ｇ／ｍ２であることを特徴とする、請
求項１～１４のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１６】
　繊維懸濁液が、前記天然繊維及び前記合成繊維から形成され、
　前記繊維懸濁液が、織布形成によって平滑な繊維層に形成され、かつ
　前記繊維層が、繊維織布を調製するために乾燥される、ことを特徴とする方法であって
、
前記繊維層の乾燥分の割合が、約２０～５０％であるときに、前記繊維層上にバインダー
が塗布される、請求項１～１５のいずれか１項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記繊維織布を抄紙機で形成し、かつ前記バインダーを、前記抄紙機のワイヤーセクシ
ョンと乾燥セクションとの間の位置で前記繊維層に運ぶことを特徴とする、請求項１５又
は１６に記載の方法。
【請求項１８】
　前記繊維織布を、発泡成形により形成されることを特徴とする、請求項１～１７のいず
れか１項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記繊維層のｚ方向において、前記塗布面から前記繊維層の厚みの少なくとも５０％の
深さまで、特に、少なくとも７０％の深さまで、前記バインダーを浸透させることが可能
であり、好ましくは、前記バインダーの少なくとも一部を、前記繊維層を通って当該繊維
層の反対側の表面に至るまで浸透させることを特徴とする、請求項１～１８のいずれか１
項に記載の方法。
【請求項２０】
　前記天然繊維は、セルロース繊維若しくはリグノセルロース繊維であり、
特に、前記天然繊維は、セルロース若しくはリグノセルロース原材料から化学的若しくは
半化学的解繊を用いて調製された繊維である、あるいは、機械的解繊を用いて調製された
繊維であることを特徴とする、請求項１～１９のいずれか１項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記天然繊維は、実質的に未精製セルロース又はリグノセルロース繊維であり、
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特に、半化学的及び機械的繊維の濾水度が少なくとも３００ｍｌ／分であり、例えば、４
５０ｍｌ／分超であり、好ましくは、６００ｍｌ／分超であり、これに対応させて、前記
化学的繊維のショッパー・リーグラ濾水度が、３５未満であり、例えば、２５以下であり
、好ましくは、２０以下である、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　請求項１～２１のいずれか１項に記載の方法によって製造された、繊維織布。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天然繊維及び随意の合成繊維により形成された繊維マトリックスを含む繊維
織布を製造する、請求項１の前提部分に係る方法に関する。
【０００２】
　本発明の方法によれば、天然繊維及び合成繊維から水含有平面型繊維層を供し、前記水
含有平面型繊維層は水性相及び繊維相を含み、かつ前記水含有平面型繊維層を乾燥して前
記水性相を除去して、前記天然繊維及び前記合成繊維が共に繊維マトリックスを形成する
。
【０００３】
　本発明は、また、請求項２２に記載の天然繊維及び随意の合成繊維を含む繊維織布に関
する。
【背景技術】
【０００４】
　製紙プロセスを使用して、プラスチック状の特性を備えた繊維織布を製造することは、
長年に渡り大きな課題であった。その理由は、例えば、合成プラスチック繊維及びバイン
ダーといったプラスチック状の成分を、構造物として一体化することに困難性が伴うため
である。
【０００５】
　本明細書中において、「プラスチック状」又は「プラスチックに類似」の特性とは、繊
維構造体が伸張可能であり、同時に熱融着性、破壊靱性及び引裂抵抗等の加工特性及び操
作特性を有することを意味する。最も好適には、繊維構造体も良好な耐水性を示すことで
ある。
【０００６】
　繊維織布においては、従来のクレーピング方法によるものに加え、繊維織布の機械処理
等によっても、プラスチック状の特性を得ることが指向されてきた。プラスチック状ビラ
ルードクルシュ（ＢｉｌｌｅｒｕｄＫｏｒｓｎａｓ）製造業者の繊維形態－厚紙（Ｆｉｂ
ｒｅｆｏｒｍ－ｃａｒｄｂｏａｒｄ）が、そういった技術の応用例の一つであり、加工段
階（例えば、押出被覆）中での繊維織布を積層又は被覆も同様の例である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】国際公開第２０１０／８７４３８号
【特許文献２】フィンランド特許第６３８０６号明細書
【特許文献３】特開２０１０－２３５７２０号公報
【特許文献４】特許３３５１９１６公報
【特許文献５】米国特許第５，００９，７４７号明細書
【特許文献６】米国特許出願公開第２０１０／１７３１３８号明細書
【特許文献７】米国特許第６，５６２，１９３号明細書
【特許文献８】米国特許出願公開第２００３／２２００３９号明細書
【特許文献９】米国特許第４，１８４，９１４号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００８】
　例えば、押出被覆を用いて、繊維織布をプラスチックで層状化することによって、プラ
スチック状の特性を生じさせることを目的としているが、これらの方法では所望の伸張特
性を示さないため、当該方法では別個のプロセスが必要になる。
【０００９】
　さらに公知の技術によれば、紙は、異なる速度で作動する２つのローラを通過し、マイ
クロクレーピング（ｍｉｃｒｏ－ｃｒｅｐｅｄ）される。その結果、一方向、すなわち機
械方向に伸張性を示す紙が得られるが、伸張性は可塑的又は機械的にのみ呈するものであ
り、この方法では、靭性構造、特に破壊靱性を呈さない。このような問題解決を実現する
ために必要な設備の投資コストは、高くなる。
【００１０】
　伸張性を生じさせるために使用される技術の例としては、国際公開第２０１０／８７４
３８号に提示される。
【００１１】
　接着剤材料は、抄紙機のウェットエンド若しくはドライエンドのいずれかで使用可能で
あり、又は、湿潤及び液体の浸透、特に水性液体に対する厚紙の耐水性を向上させること
ができることから、フィンランド特許第６３８０６号に記載されているような、ある程度
の撥水性を示すセルロース材料を提供できる。しかしながら、この方法では、伸張性を示
す繊維材料を作れない。
【００１２】
　バインダー処理もまた不織布構造を形成するために使用されてきたが、このような不織
布構造の場合、典型的にはパルプ繊維の割合が実質的には乾燥分の半分未満であることか
ら、例えば、織布における合成繊維成分の含有量に起因して、バインダー塗布及び伸張性
を奏することにとっての水分の重要な役割は、極僅かに発揮されるにすぎなかった。加え
て、不織構造に含まれるパルプ繊維の割合が低いため、バインダーの役割である結合する
という本来のプロセスを抑制するための水分の重要な役割が、本発明で奏するものと比較
して僅少になる。
【００１３】
　不織布製品の定義は、ＩＳＯ規格９０９２及びＣＥＮ　ＥＮ規格２９０９２に記載され
ている。通常、不織布製品は、長さ／厚さの比が３００より大きく、少なくとも５０％の
合成繊維と他の非植物ベースの繊維とを含む、又は、不織布製品は、長さ／厚さの比が６
００より大きく、最大密度（仮想）が０．４０ｇ／ｃｍ３であり、かつ少なくとも３０％
の合成繊維を含む。
【００１４】
　抄紙機のヘッドボックス部の前方に、ラテックス等のバインダーをスラッシュパルプに
直接添加することによって、プラスチック状の繊維構造を製造することもまた従来から目
的としてきた。この方法では、とりわけ、沈降及び汚損の問題を引き起こすだけでなく、
多くのバインダーが繊維の相互結合で消費されるよりも他の目的によって消費されてしま
う。ラテックスの堆積問題を引き起こすため、繊維スラッシュ中へのラテックスの添加は
、繊維製品プロセスの制御性を複雑にする。
【００１５】
　先行技術は、特許公開２０１０－２３５７２０号公報、特許３３５１９１６公報、米国
特許第５，００９，７４７号、米国特許出願公開第２０１０／１７３１３８号、米国特許
第６，５６２，１９３号、米国特許出願第公開２００３／２２００３９号、及び米国特許
第４，１８４，９１４号にさらに記載されている。
【００１６】
　セルロース繊維のような天然繊維を主成分とする公知の構造では、伸張性、及び特に高
い破壊靭性、並びに他のプラスチック状の特性（熱融着性）を生じさせることができなか
った。加えて、加工段階で行われる処理／被覆／カバーリングは、別個のプロセスを必要
とし、コストが嵩むようになる。
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【００１７】
　本発明の目的は、従来技術に関連する問題の少なくともいくつかを解決し、天然繊維及
び合成繊維を含み、プラスチック状特性を備えた新しいタイプの繊維織布を提供すること
である。
【課題を解決するための手段】
【００１８】
　本発明では、意外にも、湿式プロセス（抄紙機）と組み合わせて実施される製造過程の
選択された特定部分にバインダー処理を組み込むことによって、バインダーは繊維織布中
の繊維の結合点で沈殿可能であることが見出された。水分が織布中における水素結合の形
成を抑制することが確認されている。本発明の特定の特徴の一つは、これら水素結合が形
成される前にバインダーを織布に配してしまうことによって、バインダーの沈殿を可能に
するための、織布中に常態で存在する水分／水の使用である。
【００１９】
　より具体的には、本発明に係る方法は、主に、請求項１の特徴部分に記載されているこ
とを特徴とする。
【００２０】
　本発明に係る製品は、次に、請求項２２の特徴部分に記載されていることを特徴とする
。
【００２１】
　本発明の手段により優れた利点が得られる。このように、化学的又は機械的パルプ繊維
及び合成繊維のような天然繊維を含む、弱く結合した繊維織布を処理することによって、
所望の構造体が得られる。通常、機械方向における前記構造体の伸びは、概して少なくと
も５％、例えば約５～２０％、例えば８～１５％であり、前記機械方向に対して直交する
方向では少なくとも５％、例えば５～３０％、好ましくは１０～２０％であり、良好な引
裂抵抗性、破壊靱性及び熱融着性を備える。機械方向における比引裂強度は、通常少なく
とも１０ｍＮｍ２／ｇ、例えば１５～１８ｍＮｍ２／ｇであり、前記機械方向に対して直
交する方向における比引裂強度は、少なくとも１５ｍＮｍ２／ｇであり、例えば２０～２
７ｍＮｍ２／ｇである。前記構造体の破壊靱性値は、機械方向及び当該機械方向に対して
直交する方向で少なくとも２０Ｊｍ／ｋｇ、例えば３７～５４Ｊｍ／ｋｇである。
【００２２】
　好ましくは、この前記構造体は、約２０～４５％の乾燥分含量（ＤＭＣ）で、水分を含
有する織布にバインダー処理を施すことによって形成される。通常、パルプ繊維を主に含
む織布は、抄紙機のウェビングセクション及び乾燥セクションから形成される面積実体内
においてこの乾燥分含量を有するが、特に前記構造体が完全に乾燥する前に当該乾燥分含
量を有する。水分は織布をバインダーに対して非常に高い受容性を示すようにして、さら
にまた、水分は、パルプ繊維間の水素結合の形成を抑制することから、全繊維構造体に渡
って、パルプ繊維を含む繊維の間にバインダーを配置することを可能にする。したがって
、高伸張性、及び特に引裂抵抗及び破壊靭性のような最終用途において要求される良好な
機械的特性が得られる。
【００２３】
　１つの好ましい実施形態では、バインダーの均一な塗布、厚さ方向の良好な均一性、及
び、繊維の乾燥分におけるバインダーの実質的な使用を可能にする発泡被覆によって、繊
維層／織布処理を施す。さらに、発泡被覆は、合成繊維及び粒子のような、被覆内の大き
な粒子サイズの添加剤の使用可能性も提供する。
【００２４】
　本発明によれば、プラスチック状の特性を備える上記のような新規な繊維製品を効率的
に製造する方法を可能とする。当該特性の例としては、良好な破壊靭性、引裂抵抗及び伸
張性である。
【００２５】
　さらには、本方法では、例えば、織布を軟化させるための機能性添加剤の添加／伸び性
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の向上又は熱融着の改善によって、繊維織布を柔軟に機能化することができる。さらに、
本発明の方法は、従来技術とは異なり、厚さ方向に対して織布全体を均一に処理すること
、又は調整手段により厚さ方向に対して所望の処理勾配を設けることにも利用できる。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明の手段により優れた利点が得られる。このように、化学的又は機械的パルプ繊維
及び合成繊維のような天然繊維を含む、弱く結合した繊維織布を処理することによって、
所望の構造体が得られる。
【００２７】
　本発明によれば、プラスチック状の特性を備える上記のような新規な繊維製品を効率的
に製造する方法を可能とする。当該特性の例としては、良好な破壊靭性、引裂抵抗及び伸
張性である。
【００２８】
　さらには、本方法では、例えば、織布を軟化させるための機能性添加剤の添加／伸び性
の向上又は熱融着の改善によって、繊維織布を柔軟に機能化することができる。さらに、
本発明の方法は、従来技術とは異なり、厚さ方向に対して織布全体を均一に処理すること
、又は調整手段により厚さ方向に対して所望の処理勾配を設けることにも利用できる。
【００２９】
　以下、添付の図面に基づいて本発明の好ましい実施形態をより詳細に検討する。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は、厚さ方向の異なる処理プロファイルの模式図を示す。
【図２】図２は、バインダー塗布ユニットの基本的な模式図を示す。
【図３】図３は、ラテックス被覆シートの横断面におけるラテックスの分布を示す顕微鏡
写真である。
【図４】図４は、ラテックス被覆シートの横断面におけるラテックスの分布を示す顕微鏡
写真である。
【図５】図５は、炭酸カルシウムを含むラテックスで被覆されたシート中のＣａＣＯ３の
ｚ方向における分布の顕微鏡画像である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　本明細書中、上記語句「塗布」とは、繊維層の表面にバインダーを分布して、かつ概し
て担持させることを意味する。語句「塗布ユニット」及び「分布ユニット」は、互いに区
別しないで用いられる。
【００３２】
　上記から明らかなように、本技術は、天然繊維と合成繊維とを含む繊維織布を製造する
方法に関し、前記天然繊維及び前記合成繊維が共に前記繊維織布の繊維マトリックスを形
成する。このような繊維マトリックスの繊維間の結合を改善するために、繊維マトリック
スはまたバインダーを含む。
【００３３】
　好ましい実施形態において、水含有平面型繊維層は、最初に天然繊維及び合成繊維から
形成され、前記水含有平面状型繊維層は水性相及び繊維相を含み、その後、前記水含有平
面型繊維層を乾燥して前記水性相を除去することにより、前記天然繊維及び前記合成繊維
がともに繊維マトリックスを形成する。バインダーは、水含有繊維層の上部、いわゆる水
含有繊維層の表面上に当該バインダーを塗布することによって、さらには、繊維マトリッ
クスを形成する前に、前記繊維間内の水性相を介して少なくとも部分的にバインダーを浸
透させることによって繊維織布に包含される。
【００３４】
　前記繊維層の水性相は、繊維層をバインダーに対して非常に高い受容性を示すようにし
、さらに、水分すなわち水は、例えばセルロース又はリグノセルロース等の天然繊維の繊
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維間の水素結合の形成も阻害することが判明した。この場合、バインダーをセルロース繊
維の間に浸透させることができる。繊維層が乾燥されて、繊維マトリックスから水が除去
されると、バインダーが天然繊維と互いに結合する際に高い伸張性が得られる。
【００３５】
　一実施形態において、未乾燥の織布に含まれる水性相は、当該織布が乾燥すると、材料
が繊維に結合することによって当該織布が強化されるように、当該織布の表面に配された
当該織布内部のバインダーの方に移行できる。この場合、繊維層に塗布されたバインダー
は、当該繊維層の表面に残らず、繊維間の水素結合を形成する前に水性相を介して繊維間
に浸透する。
【００３６】
　一実施形態において、バインダーは、繊維層の固形分が当該繊維層の重量の最大２／３
である場合、水含有繊維層の上部に塗布される。
【００３７】
　通常、繊維層の乾燥分の含有量は、約１０～６５％、例えば約２０～５５％、特に約２
５～４５％である。前記パーセンテージは、繊維層の総重量から計算される。
【００３８】
　一実施形態では、繊維層のｚ方向おいて、塗布面から繊維層の総厚さの少なくとも５０
％の深さまで、特に少なくとも７０％の深さまでバインダーを浸透させることが可能であ
り、好ましくは、バインダーの少なくとも一部を、前記繊維層を通って当該繊維層の反対
側の表面に至るまで浸透させるように作製してもよい。
【００３９】
　図１は、バインダーの濃度勾配の一例を示す。
【００４０】
　有利なことに、非接触塗布法によって水含有繊維層の上部にバインダーを塗布する。こ
れは、上記の乾燥分の割合に特に適している。
【００４１】
　好適な塗布方法の例は、発泡被覆、スプレー被覆、及びカーテン被覆であり、発泡被覆
が特に好ましい。
【００４２】
　バインダーは、１か所又は数か所で繊維層に塗布することができる。したがって、一実
施形態では、バインダーを繊維層上に塗布するために２～５の連続被覆点を配置すること
ができる。前記繊維層は、塗布作業の間に乾燥してもよい。
【００４３】
　一実施形態では、バインダーは、水溶液又は水性分散液の形態で塗布される。バインダ
ー用の担体として水を使用することにより、繊維、特に天然繊維の間に形成される繊維マ
トリックス中へのバインダーの浸透を改善することが可能である。
【００４４】
　一実施形態では、繊維層に配されるバインダー組成中の含水量は、最大バインダーの塗
布点における繊維層の含水量と同じであるか、好ましくは当該含水率未満である。
【００４５】
　通常、繊維織布は平面体であり、かつ２つの対向する平面状表面を含み、バインダーを
、前記平面状表面の少なくとも一方に塗布する。とはいえ、バインダーを両面に塗布して
もよく、また後述するように、いくつかの逐次塗布点が存在する場合には、一方の面にの
みバインダーを塗布点に配し、かつ繊維層の両面に対して他方の塗布点に配されてもよい
。
【００４６】
　塗布中又は塗布直後に、繊維織布の対向する面側からバインダーの吸引を行うことによ
って、バインダーの繊維織布への浸透を促進してもよい。したがって、好ましい実施形態
の一つでは、厚さ方向の均一性を向上させるために、処理中、特にコーターの下方及びコ
ーター後のセクションで吸引を使用する。
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【００４７】
　図２に、塗布の実施方策の一例を示す。図示するように、塗布ユニット２では、繊維層
１の表面にバインダーが塗布されている。バインダーは、乾燥ユニット３によって乾燥さ
れる。これらは、例えば、輻射加熱器又は熱風送風機とすることができる。バインダーの
吸収を容易にするために、吸引ボックス４を塗布ユニットの反対側に配置することが可能
である。
【００４８】
　この場合、ワイヤーを使用して繊維織布（乾燥前）を運ぶことがより好ましい。紙及び
厚紙の実施形態については、以下でより詳細に説明する。
【００４９】
　図３及び４（実施例２も参照）に、被覆されたシートを介してラテックスが浸透する様
子を示す。図３はラテックスを配合したサンプルを示し、図４はラテックスを含有した対
応サンプルを示す。
【００５０】
　繊維織布の特性を改質できる物質、例えば、合成繊維若しくは可塑剤、ソルビトール若
しくはグリセロール等のポリオール類縁体、又はセルロース系微細物質若しくはナノセル
ロースなどの微細物質をバインダーに添加することができる。
【００５１】
　例えば熱融着性、伸張性、通気性、印刷適性、熱伝導率、水蒸気透過率、吸収特性及び
摩耗性等の、繊維織布の機械的及び熱的特性を改善できる添加剤、又は当該添加剤と共に
バインダーを用いて繊維織布に配する。
【００５２】
　例えば、顔料及び充填剤、並びに、疎水性の陶砂、すなわち、ＡＳＡ（アルキルコハク
酸無水物）又はＡＫＤ（アルキルケテンダイマー）及び抄紙において使用される他の一般
的な添加剤等の他の成分を、当該他の成分自体、又はバインダーと共に用いてもよい。
【００５３】
　本発明おける材料に使用される繊維は、植物系、すなわち天然繊維、合成繊維、及びそ
れらの混合物及び組合せであってもよい。
【００５４】
　天然繊維は、通常、セルロース繊維又はリグノセルロース繊維である。特に、繊維は、
例えば、化学的又は半化学的なパルプ化又は離解化（ｄｅｆｉｂｅｒ）を用いて、セルロ
ース又はリグノセルロース原料から供給される。繊維は、メカニカルパルプ繊維又は再生
繊維であってもよい。
【００５５】
　一般に、本発明で使用される天然の繊維、いわゆる植物由来の繊維としては、例えば、
精製又は粉砕によって製造される化学パルプ、例えば、硫酸又は亜硫酸パルプ、オルガノ
ソルブパルプ、再生繊維及びメカニカルパルプ等、あるいは、当該化学パルプ由来の原料
を含んでもよい。このような一群の繊維の例としては、リファイナーメカニカルパルプ，
すなわちＲＭＰ、加圧リファイナーメカニカルパルプ，すなわちＰＲＭＰ、前処理リファ
イナーケミカルアルカリ過酸化メカニカルパルプ，すなわちＰ－ＲＣ　ＡＰＭＰ、サーモ
メカニカルパルプ，すなわちＴＭＰ、サーモメカニカルケミカルパルプ，すなわちＴＭＣ
Ｐ、高温ＴＭＰ，すなわちＨＴ－ＴＭＰ、ＲＴＳ－ＴＭＰ、アルカリ過酸化パルプ（ＡＰ
Ｐ）、アルカリ過酸化メカニカルパルプ（ＡＰＭＰ）、アルカリ過酸化サーモメカニカル
パルプ（ＡＰＴＭＰ）、サーモパルプ、砕木パルプ（砕木パルプ，すなわちＧＷ、又はス
トーン砕木，すなわちＳＧＷ）、加圧砕木パルプ，すなわちＰＧＷ、及び、超高圧砕木パ
ルプ，すなわちＰＧＷ－Ｓ、サーモ砕木パルプ，すなわちＴＧＷ、又は、サーモストーン
砕木パルプ，すなわちＴＳＧＷ、ケミカルメカニカルパルプ，すなわちＣＭＰ、ケミリフ
ァイナーメカニカルパルプ，すなわちＣＲＭＰ、ケミサーモメカニカルパルプ，すなわち
ＣＴＭＰ、高温ケミサーモメカニカルパルプ，すなわちＨＴ－ＣＴＭＰ、亜硫酸変性サー
モメカニカルパルプ（ＳＭＴＭＰ）、及びレジェクトＣＴＭＰ、グラウンドウッドＣＴＭ
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Ｐ、セミケミカルパルプ，すなわちＳＣ、中性亜硫酸塩セミケミカルパルプ（ＮＳＳＣ）
、高収率亜硫酸パルプ，すなわちＨＹＳ、バイオメカニカルパルプ，すなわちＢＲＭＰ、
ＯＰＣＯプロセス、ブラスト－クッキングプロセス、Ｂｉ－Ｖｉｓプロセス、希釈水スル
ホン化プロセス，すなわちＤＷＳ、スルホン化長繊維プロセス，すなわちＳＬＦ、化学的
に処理された長繊維プロセス，すなわちＣＴＬＦ、若しくは長繊維ＣＭＰプロセス（ＬＦ
ＣＭＰ）により製造されるパルプ、硫酸木材パルプ、ｍｄｆ繊維、ナノセルロース、１０
００ｎｍ未満の平均粒子サイズを有するセルロース繊維、並びにこれらの変性物及びこれ
らの混合物が挙げられる。
【００５６】
　パルプを漂白しても、又は漂白しなくてもよい。前記パルプは、広葉樹材又は針葉樹材
から供給されてもよい。前記木材の種類の例としては、ヨーロッパヤマナラシ材、ポプラ
材、ハンノキ材、ユーカリ材、カエデ材、アカシア材、種々の熱帯広葉樹材、松材、アメ
リカトウヒ材、ツガ材、カラマツ材、クロトウヒ材又はノルウェートウヒ材等のヨーロッ
パトウヒ材、リサイクル繊維及び繊維を含有し、かつ食品産業、木材産業あるいは紙産業
から由来する廃棄流出体及び二次流出体、並びにそれらの混合物が挙げられる。
【００５７】
　使用できる原料としては、木材でなくてもよく、又は種子毛繊維、葉繊維、靭皮繊維等
を含有する木材でなくてもよい。植物繊維は、例えば、禾穀類藁、小麦藁、草葦、葦、亜
麻、麻、ケナフ、黄麻、ラミー、サイザル麻、マニラ麻、種子、コイア、竹、バガス、綿
のカポック、唐綿、パイナップル、綿、米、サトウキビ、エスパルト・グラス、リードカ
ナリーグラス（Ｐｈａｌａｒｉｓ　ａｒｕｎｄｉｎａｃｅａ）及びこれらの組み合わせか
ら供給されてもよい。
【００５８】
　一実施形態では、繊維織布は、実質的に未精製のセルロース繊維又はリグノセルロース
繊維を用いて製造される。半化学的及び機械的繊維の濾水度は、少なくとも３００ｍｌ／
分であり、例えば、４５０ｍｌ／分超であり、好ましくは６００ｍｌ／分超であり、これ
に対応して、前記化学繊維のショッパー・リーグラ濾水度は、３５未満であり、例えば、
２５未満であり、好ましくは２０未満である。
【００５９】
　特に、合成繊維は、例えば、ポリラクチド、グリコール酸ポリマー、ポリオレフィン、
ポリエチレンテレフタレート、ポリエステル、ポリアミド、ポリビニルアルコール、又は
二成分（ｂｉｃｏ）繊維等の熱可塑性ポリマー繊維である。その他の繊維の例は、ビスコ
ース、リヨセル、レーヨン及びテンセル繊維のような再生セルロース繊維、並びに例えば
炭素及びガラス繊維である。最も好適な例として、ポリオレフィン、ポリエステル、ポリ
ラクチド、ビコ繊維、又はこれらの混合物が使用される。
【００６０】
　繊維の長さは、通常、３～１００ｍｍ、例えば５～４０ｍｍ、及び、好ましくは５～２
０ｍｍである。前記繊維は、通常、０．９～７ｄｔｅｘ、好ましくは１．２～３．５ｄｔ
ｅｘの繊維径を有する。
【００６１】
　バインダーの例は、デンプン、デンプン変性体若しくはデンプン誘導体、キトサン、ア
ルギン酸塩等の天然バインダー又は生体高分子、並びに、例えば、酢酸ビニル及びアクリ
ル酸ラテックス、ポリウレタン及びＳＢラテックス等のラテックス、及びこれらの混合物
、各種コポリマー、特に、合成バインダーポリマーのコポリマーが挙げられる。また、ポ
リビニルアルコール又はポリ酢酸ビニルがバインダーとして用いられる。
【００６２】
　バインダー、例えばラテックスは、バインダー発泡の形態で前記繊維層の表面上に運ば
れても良い。前記発泡体の空気含有量は５０％超、例えば約６５～９５％、例えば８０～
９５％である。
【００６３】
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　一実施形態では、天然繊維の割合は少なくとも５０重量部であり、合成繊維のパーセン
テージは最大５０重量部である。最も好ましくは、天然繊維の割合は約６０～９５重量部
、特に７０～９０重量部であり、合成繊維は５～５０重量部、特に１０～３０重量部であ
る。
【００６４】
　繊維織布の坪量は、広範囲であってよく、通常約１０～２００ｇ／ｍ２、特に約２０～
１５０ｇ／ｍ２である。
【００６５】
　乾燥した繊維織布の乾燥重量の割合が５～４０％、好ましくは約１０～３０％であるこ
とを確保するのに十分な量のバインダーが添加される。乾燥した繊維織布が生成され、機
械方向への伸びは、通常少なくとも５％、例えば約５～２０％、例えば８～１５％であり
、前記機械方向に対して直交する方向で少なくとも５％であり、５～３０％、好ましくは
１０～２０％である。
【００６６】
　一実施形態では、繊維織布は、紙又は厚紙機で調製される。このような実施形態では、
－繊維懸濁液が、前記天然繊維及び前記合成繊維から形成され、
－前記繊維懸濁液が、織布形成によって平滑な繊維層に形成され、かつ
－前記繊維層が、繊維織布を調製するために乾燥される。
【００６７】
　通常、バインダーは、繊維層の固形分が約２０～５０％であるときに繊維層上に塗布さ
れる。特に、この繊維層が例えば自由に展開されているか、又は支持されているときに、
バインダーを前記繊維層上に塗布するものであり、その場合、抄紙機のウェビングセクシ
ョン及び乾燥セクションで形成される面積実体内に位置する箇所で前記バインダーを繊維
層に配する。
【００６８】
　また、紙及び厚紙機械の実施方策において、バインダーを塗布した後、当該バインダー
は、図２に示すように、例えば、繊維層上へ最も適切な加熱を施すことによって乾燥され
る。
【００６９】
　繊維織布は、従来のウェビング技術を用いて調製することができるが、より好ましい実
施形態によれば、発泡性の帯紐（ｆｏａｍ　ｗｅｂｂｉｎｇ）を用いて繊維織布を調製す
る。この点に関しては、フィンランド国特許出願第２０１４６０３３号が参照される。
【００７０】
　以上を踏まえ、実際の実験を行った。
【００７１】
　天然繊維及び合成繊維を含む材料を、重量で、７０～９０％のパルプ（漂白針状硫酸塩
パルプ）及び１０～３０％の合成繊維（例えばＰＰ、ＰＥＴ、ＢｉＣｏ）を含む繊維パル
プの発泡成形によって織布を製造した。得られた繊維織布の重量は、２０～１００ｇ／ｍ
２であった。繊維の平均長さは、概して０．５～１００ｍｍであった。
【００７２】
　前記織布の乾燥分の割合が２０～４５％を示した際に、前記繊維織布をバインダーで処
理した。当該乾燥分の割合は、抄紙機のワイヤーセクションと乾燥セクションとの間で得
られた。
【００７３】
　フィンランド国特許出願２０１４６０３３号に従って繊維織布を調製した比較試験では
、引張強さが１ｋＮ／ｍ未満、かつ伸びが５％未満のベース織布が得られた。前記ベース
織布はバインダーを含有していなかった。バインダー処理は、約５～４０％のバインダー
、好ましくは約１０～３０％のバインダーを添加することによって、発泡被覆を用いて行
った。
【００７４】
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　使用したバインダーは、酢酸ビニル及びアクリレートラテックスであり、約２０～５０
％の乾燥分の割合になるよう塗布した。バインダー処理の後、繊維織布の機械方向の伸び
は、通常少なくとも５％、例えば約５～２０％、例えば８～１５％であり、そして当該機
械方向に対して直交する方向では、少なくとも５％、例えば５～３０％、好ましくは１０
～２０％である。
【実施例】
【００７５】
　以下の実施例で、実施形態を説明する。
実験方法：
ＥＮ　ＩＳＯ　１９２４－２：２００８規格に準じて伸び測定を行った。
【００７６】
　「実施例１」　被覆試料の比較
　上記の材料から発泡性の帯紐（ｆｏａｍ　ｗｅｂｂｉｎｇ）を用いて、実験室条件でハ
ンドシートを調製した。
【００７７】
　減圧下では発泡被覆が促進されることを利用して、基材シートの乾燥前と乾燥後との両
方のシートを、ラテックス分散液で被覆した。被覆後、試料をオーブン内で１０分間乾燥
させた。シート製造の最後の工程において、実験艶出し機械を用いてシートをカレンダー
加工した。このようにして得られたシートの坪量は、５０ｇ／ｍ２であり、ラテックスの
量は１２％（湿式被覆）及び１４％（乾式被覆）であった。
【００７８】
　乾燥した被覆試料の特性は、表１に示す通りであり、湿式基材シート及び乾式基材シー
トのそれぞれの引張強さが、当該表中に示されている。測定条件は次の通りである：２５
％ＲＨ、Ｔ＝２４℃。
表１　　発泡体を用いて調製し、次いで被覆した実験用シートの引張強さ
【００７９】
【表１】

【００８０】
　標準条件下では、この測定を行っていないが、単に乾燥シートと湿潤シートとの相違を
示すことが、本実験の目的であった。
【００８１】
　実施例２　ラテックスの分布－試作機で調製した試料
　試作機で調製した試料の顕微鏡画像を撮影しており、当該試料は、本発明の技術に従っ
て、底部織布にラテックスを被覆することによって調製され、当該画像は、織布のｚ方向
におけるラテックスの分布を示す。
【００８２】
　図３及び４は、顕微鏡画像を示す。ラテックス含量が高い試料（２４％）では、パルプ
繊維のわずかな染色しか観察されていないが、ラテックスが試料全体に均一に分布してい
ることが示された。
【００８３】
　実施例３　織布の官能化－充填材の添加
　試験規模のフォームウェッバー（ｆｏａｍ　ｗｅｂｂｅｒ）を用いて調製した底部織布
を、実験室規模の塗工機を用いて発泡被覆のプロセスに付した。被覆前に炭酸カルシウム
（ＣａＣＯ３）をラテックス分散液に添加した。
【００８４】
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　図５は、ＣａＣＯ３（粒子）のｚ方向分布状態を示す。ＣａＣＯ３粒子は赤色で強調表
示されている。
【００８５】
　参考文献
　　国際公開第２０１０／８７４３８号
　　フィンランド特許第６３８０６号
　　特開２０１０－２３５７２０号公報
　　特許３３５１９１６公報
　　米国特許第５，００９，７４７号
　　米国特許出願公開第２０１０／１７３１３８号
　　米国特許第６，５６２，１９３号
　　米国特許出願公開第２００３／２２００３９号
　　米国特許第４，１８４，９１４号

【図１】

【図２】

【図３】
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